〇〇〇の防犯カメラ設置運用基準

（目的）
第１条　この運用基準は、○○○○が○○○○内に設置している防犯カメラについて、犯罪を抑止するとともに、住民のプライバシーの保護を図り、適切な管理運用を行うことを目的とする。
（設置）
第２条　防犯カメラの設置場所は、○○○○とし、○○○○を撮影範囲とする。
　（防犯カメラ管理責任者等）
第３条　防犯カメラの管理運用を適切に行うため、防犯カメラ管理責任者を置くものとし、○○○○をもって充てる。
　(１)　防犯カメラ管理責任者は、補佐する者として○○○○を防犯カメラ取扱者として指定するものとする。
　(２)　防犯カメラ管理責任者の責務は、次のとおりとする。
　　　ア　画像により知り得た情報の漏えい、または不当な使用をしないこと。
　　　イ　画像により知り得た情報の漏えい、または不当な使用をしないように必要な措置を講じること。
　　　ウ　その他画像の適切な取扱いに努めること。
　（設置表示）
第４条　防犯カメラ管理責任者は、出入口等施設利用者の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨の表示をしなければならない。
（防犯カメラの機器構成）
第５条　防犯カメラの機器構成は、カメラ○○台とする。
（画像の管理）
第６条　防犯カメラ管理責任者は、画像の管理、漏えい、滅失、き損、改ざん防止等の安全管理のため、次の措置を講じる。
　(１)　画像の保管方法
　　　　記録した画像は、カメラ装置内のＳＤカードに保管する。
　(２)　画像の保管期間
　　　　画像の保管期間は、原則として７日間とする。
　(３)　画像の消去方法
　　　　画像の消去は、初期化又は上書きにより行うものとする。ただし、媒体を破棄する場合は、破砕のうえ、破棄するものとする。
（画像の利用又は提供）
第７条　画像の利用又は提供については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第69条の定めるところによる。
（開示の請求に要する費用）
第８条　開示の請求に要する費用については、海老名市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例第4条の定めるところによる。
（苦情処理）
第９条　苦情や問い合わせには、防犯カメラ管理責任者等が迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

　　　附　則
　この基準は令和　年　月　日から施行する。
